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日～金　9:00 ～ 16:45
※日曜日も相談を受け付けています

相談受付

〒780-0935　高知市旭町３丁目 115 番地
「ソーレ」２階
（休所日　土・祝日・12/29 ～ 1/3）
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ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地
域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の
金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気
軽にお問い合せください。

高知県金融広報委員会事務局（日本銀行高知支店総務課内）　TEL：088-822-0114
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クイズで学ぼう！お金のイロイロ（答え）

　警察庁の調べによると、2015年の特殊詐欺（振り込め詐欺とそれ以外の特殊詐欺＜金融商品等取
引名目の特殊詐欺等＞の総称）の被害者を年齢層別にみると、このところ高齢者の資産を標的とした
被害が顕著となっており、「70歳以上」が約7割を占めています。そして、「70歳以上」の被害者のうち約8
割を「女性」が占めています。

消費者ホットライン……局番なしの１８８番　お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

くらしネットkochi

答えは　③70歳代以上

　賃貸住宅等を退去するときには、原状回復義務が生じます。この時の原状回復とは、入居時の状態に完全に戻すと
いうことではなく、借主の故意・過失、その他通常の使用を超える損耗・破損を復旧することと考えられています。例
えば、喫煙やペットの飼育に伴う壁紙のキズや臭い等は、借主負担で修繕しなければいけませんが、日焼けによる畳
や壁紙の変色等の建物・設備の自然的な劣化（経年劣化）やテレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等、通常の使用
により発生した損耗（通常損耗）は貸し主の負担となります。
　退去時の原状回復費用は、原則として入居時の契約内容に従うことになりますが、事例のように費用の負担割合に
疑問がある場合などは、当事者間で話し合う必要があります。高知県では、国土交通省が定める原状回復に関するガ
イドラインをもとに、県内の不動産業界が退去費用の負担基準となる「高知県ルール」を運用しています。畳やふすま
など、修繕箇所により負担単位が定められているので、トラブルになってしまったときは、ガイドラインや高知県ルー
ルを参考に話し合いましょう。また、トラブルを避けるためには、入居前の確認も重要です。前述したように、原状回
復費用は原則として契約書に従うこととなっているので、入居前によく読み、理解した上で契約しましょう。

事例
　賃貸アパートを退去した際、クロスの全面張り替え等の高額な退去費用を請求されたが納得できない。喫煙
していたこともあり、張り替えは必要だと思うが、６年ほど居住していて経年劣化もあると思う。全額支払わ
なくてはいけないか。

消 費 生 活 セ ン タ ー 便 り

高知県犯罪のない
安全安心
まちづくり
シンボルマーク みんなで始めよう!

犯罪のない
安全安心まちづくり

賃貸住宅退去トラブル
原状回復にもルールがあります。
賃貸住宅退去トラブル
原状回復にもルールがあります。
引越しのシーズンになると、消費生活センターには賃貸住宅に関する相談が多く寄せられます。
特に退去の際は、修繕費の支払いなどでトラブルになることがあるので、注意が必要です。

　平成28年の県内の刑法犯認知件数は4,792件で、前年
から872件減少し、総認知件数の７割以上を占める窃盗犯
罪も647件減少しました。
　オレオレ詐欺や還付金詐欺をはじめとする特殊詐欺の
被害は、前年から被害件数（‒15件）、被害額（‒2,500万
円）ともに減少しましたが、被害額はいまだに１億円を超え
ています。また、被害に遭った方の7割以上（29件）が高齢
者であり、高齢者が狙われる傾向が続いています。
　「医療費の還付金がある」等の怪しい電話がかかってき
ても、決して一人で判断することなく、まずは家族や知人、
最寄りの警察署に相談されるか、警察相談電話「♯9110」
までご連絡をお願いします。

　左の表は、乗り物に関する盗難と、持ち家やマンションなどの住宅を
狙った盗難のうち、被害時に施錠をしていなかった割合をあらわしたも
のです。
　自転車盗、車上ねらいでは６割以上、住宅対象の侵入盗では８割以上、
自動車盗では９割以上が施錠をしていない状態で被害に遭っています。
　被害防止対策の基本は、やはり「鍵かけ」です。
　自転車やオートバイを止めるときは、頑丈な鍵などでしっかりと施錠し
てください。
　外出する際は、家中の施錠をしっかり確認し、旅行などで数日間家を
空ける場合は、「近所の人に留守にすることを伝える」「長期間不在にす
る場合は新聞を止める」などの対策をお願いします。

　昨年も不審者による、子ども・女性に対する性犯罪等の前兆とみられる声
かけ、つきまとい行為が県内各地で発生しており、件数も昨年より増加しま
した。（平成28年中  253件、平成27年中  219件）
　冬場は、日暮れも早くなります。保護者の方は、普段から子どもとその日
にあったことを話し合い行動を把握して、「明るく人通りの多い道を通る」「早
めに帰宅する」など危険を回避する方法について教えてあげてください。
　児童の登下校時間帯に玄関前の掃除や散歩、買い物に行くこと等で人の
目が多くなり、地域で子どもを見守ることにつながります。ご協力をお願い
します。
　不審な人や車を見かけた際は、人相や特徴、車のナンバーなどをメモして
警察や学校へ連絡してください。

・いか＝知らない人についていかない
・の　＝知らない人の車にのらない
・お　＝「助けて！」とおおきな声を出す
・す　＝すぐに安心なところ、大人がいるところに
 　　　走って逃げる
・し　＝どんな人が、何をしたのか、家の人や学校
 　　　の人などにしらせる

防犯対策を万全にして、みんなで安心なまちづくりを進めましょう！
地域で子どもを見守ろう！

鍵かけ運動を進めよう！

県内の犯罪の発生状況について

知るぽるとキャラクター
矢口イチ（矢口家の愛犬）
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○特殊詐欺の被害状況

○被害時に施錠をしていなかった割合（H28県内）

○刑法犯認知件数の推移 ※県警統計資料より

認知件数
被害額
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防犯標語「いかのおすし」を覚えよう！

※防犯ブザーは、外から見えや
すく、また、子どもが危険を感じ
たらすぐ鳴らせるような場所に
持たせてください。

消費生活に関するご相談は


